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日本の教育の見取り図
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日本の教育の特徴と変化
• 日本の教育の特徴

＊垂直的序列化（キーワードは「能力」）

日本型メリトクラシー：「学力」が基準

ハイパー・メリトクラシー：「人間力」が基準

＊水平的画一化（キーワードは「態度」「資質」）

教化→ハイパー教化：例―道徳、スタンダード、校則etc.

• それらは児童生徒の中に出身家庭の社会階層に基づく格差化と排除・抑圧を
生み出している。

• 主たる要因は教育政策。不安定化・格差化する家族と、要求水準が高まる仕
事の狭間で、学校と教員は過重な負担と資源の欠如のもとで疲弊している。

3※本田由紀『教育は何を評価してきたのか』（岩波新書）



教育のトポロジー
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日本では垂直的序列化・水平的画一化
が強く、水平的多様化は過少



日本における垂直的序列化・
水平的画一化の推移
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時期により、これらの強度には変動がみられたが、今
世紀に入っていずれもが強力に推進されるように。
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垂直的序列化
―教育における格差と競争―
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国際調査における日本の「学力」はかなり高い。
しかし…

文部科学省・国立教育政策研究所、
2019、「OECD 生徒の学習到達度
調査2018年調査（PISA2018）のポ
イント」
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出身家庭による「学力」格差
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家庭背景による
「主体的に取り組む態度」の格差

9

垂水裕子「多面的な評価に関する考察ー教育格差の観点からー」大学入学者選
抜における多面的な評価の在り方に関する協力者会議 2020年7月17日
（https://www.mext.go.jp/content/20200717-mxt_daigakuc02-

000008787_5.pdf）



広がる教育格差「最後の手段」に手をつける家庭が
増えている…高収入なら塾代など大幅増の一方で

「コロナ禍や物価高で家計が厳しくなる中、子どもた
ちの教育格差が広がっている。総務省の2022年の
家計調査によると、塾代など「補習教育」の費用がコ
ロナ前の19年と比べ、年収が多い世帯では増加した
のに対し、比較的少ない世帯では減少する傾向が
出ていた。物価の高騰が収まらない中で、識者らはさ
らに格差が拡大することを懸念する。」

（2023年5月23日付東京新聞記事

https://www.tokyo-
np.co.jp/article/251701）
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生徒の社会階層と高校ランクの関係
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注：青い点は公立高校、赤い点は私立高校。
SES（Socio-Economic Status）とは、生徒の家庭の社会階層。

出典：松岡亮二「生まれた環境」による学力差を縮小できない〈教育格
差社会〉日本」（https://gendai.ismedia.jp/articles/-/65952）



所得による機会格差の容認

122009 International Social Survey Program, 平成 23 年度国民意識調査



政府の教育費負担に関する日本の特異性
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ISSP2016・2019データ
を用いて池田大輝氏作
成



日本の高学力は経済の活力につながっていない
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本田由紀「教育と労働の関係をめぐる社会間の差異―「資本主義の多様性」論
に基づく考察と検証―」『教育学研究』83 巻 (2016) 2 号 p. 140-153 



日本の高学力は社会の平等化につながっていない

15
本田由紀「教育と労働の関係をめぐる社会間の差異―「資本主義の多様性」論
に基づく考察と検証―」『教育学研究』83 巻 (2016) 2 号 p. 140-153 



仕事に必要なスキルは不足
求めるスキルをもつ人材が採用できないと回答した企業の比率

ManpowerGroup, 2015, Talent Shortage Surveyより本田作成
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水平的画一化
―強制される人間像―
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2006年 新教育基本法 「資質」（≒「態度」）

（教育の目的）第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資
質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 ※旧一条にあった「個人の価値をたっとび」
は削除

（教育の目標） 第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成する
よう行われるものとする。

一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を
養うこと。

二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活
との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に
参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発
展に寄与する態度を養うこと。
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新学習指導要領の構造
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学習指導要領に直結した評価改革

20

中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会 「児童生徒の学習評
価の在り方について（報告）」平成31年1月21日 教育課程部会



「特別の教科 道徳」が規定する人間像

21出典：文部科学省、2017、『小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 特別の教科 道徳編』、
26-27



垂直的序列化・水平的画一化と生徒の社会意識

22

※都内X区の公立中学校10校の生徒に対して2018年９～10月に東京大学教
育学部比較教育社会学コースで実施した調査結果



学校現場で広がる「スタンダード」
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「君が代」暗記の児童・生徒数を調査 大
阪・吹田市教委に批判の声

「市教委は毎日新聞の取材に調査を認めたうえで、「市議会で暗記状況の問い合
わせを受けた。内部で検討した結果、学習指導要領も踏まえて調査が必要だと判
断した」と説明した。市議会の文教市民常任委員会で委員の自民党市議から質
問されたという。（中略）君が代は1999年、国旗・国歌法の成立で法的に国歌と
位置づけられた。政府は国会などで「国民に強制はしない」（当時の小渕恵三首
相）と繰り返した。一方、文部科学省が公表している小中高校の学習指導要領
には「いずれの学年でも歌えるよう指導する」などと記載されている。（中略）「子ど
もたちの実態を調べることで、担当教員の指導ぶりも確認しようとする意図が見え隠
れする。思想・信条の自由も脅かしかねず、事実上の思想調査だ」」

（2023年6月14日付毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20230613/k00/00m/040/320000c）
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（関連して）自民党埼玉県議団の条例案の問題点と撤回
• 虐待禁止条例改正案は「むちゃくちゃ」 PTA協議会が反対署名活動（2023年10月7
日朝日新聞記事）コメントプラス（本田由紀）
https://digital.asahi.com/articles/ASRB75QZMRB7UTNB001.html

「【視点】タイトルにある通り、「むちゃくちゃ」な条例案である。著しいジェンダーギャップや人口減少が重大課題となっている
日本に必要とされているのは、希望する女性の就労機会や収入増加を可能にすること、そのために家族や女性に子育て
を押し付けることなく社会全体で子どもの成長を支える体制を整備することである。
そのためには、非正規雇用や求職中の場合には保育所に預けにくい現状や、就学後の学童保育や地域での居場所
が確保されていない状況こそを改善することが最優先されるべきであるにもかかわらず、この条例は完全に逆行している。
すでにインターネット上で多くの指摘がある通り、埼玉県は「親学」や保守的な家族間が強い県であり、それらを掲げる
論者を要職に就けたりしてきた。そうした考え方が、今回は自民党県議団によって条例の形をとろうとしているのである。
社会に必要な変革を阻み、古い性別役割分業や保護者への子育て責任を強要しているのが自民党である。
今回の埼玉県の条例は、他の都道府県にも広がる皮切りになりかねない。そうなれば、ワンオペ子育てに苦しむ女性が
増えたり、それを回避しようとするいっそうの少子化が進行することになるだろう。
自分たちだけの時代錯誤な妄想に囚われ、衰えているこの社会をもっと鞭打つかのような政治家は、国レベルであれ自
治体レベルであれ、放逐しなければならない。」

→10月10日に条例案は撤回（同日14時時点で知事宛に1007件の意見が寄せられ、う
ち1005件は反対意見 https://mainichi.jp/articles/20231010/k00/00m/010/282000c）
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埼玉県の学童
保育待機児童
数は東京に次い
で全国第２位
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厚生労働省「令和４年（2022年）
放課後児童健全育成事業（放課後児
童クラブ）の実施状況」



子ども・若者の現状



著しく増加する不登校、いじめ、子どもの自殺
• 2022年度の問題行動・不登校調査で、全国の小中学校で不登
校だった児童生徒が過去最多の29万9048人と21年度から
22.1%増えたことが3日、関係者への取材で分かった。小中高校な
どで認知したいじめも過去最多の68万1948件で、21年度から
10.8%増えた。身体的被害や長期欠席などが生じた「重大事態」
は217件増の923件に上った。（2023年10月3日付日本経済
新聞記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE03BR60T
01C23A0000000/?n_cid=SNSTW001&n_tw=1696338
448）

• 文部科学省がまとめた「児童生徒の問題行動・不登校調査」の
2022年度の結果によると、小中高校から報告があった自殺者は計
411人で、21年度の368人から43人増加した。過去最多水準の
415人だった20年度と同様、深刻な状況になっている。（2023年
10月4日付朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASRB37DHBRB3UTI
L02P.html?iref=comtop_7_06）
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科学の楽しさ・活動・自己効力感の低さ

29
「ＯＥＣＤ生徒の学習到達度調査（ＰＩＳＡ２０１５）
のポイント」



強い「試験不安」、弱い「学習への動機付け」

30

出典：OECD, 2018, Education Policy in Japan: Building Bridges 
towards 2030, Figure 1.15

本田由紀『「日本」ってどんな国？』ちくまプリマ―新書、図３－２



見つからない「生きる意味」

31

データ出所：OECD, PISA 2018 Database, Table III.B1.11.14

本田由紀『「日本」ってどんな国？』ちくまプリマ―新書、図７－
１



社会への意識の低さ

32
出典：日本財団「18歳意識調査」第46回テーマ：「国や社会に対する意
識」（6カ国調査）、2022年



学校教員の現状
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34
学制の在り方にかかる論点 基礎資料集（学制改革に応じた教師の在り方に
かかる論点）第２０回教育再生実行会議配布資料 平成26年4月21日



35
学制の在り方にかかる論点 基礎資料集（学制改革に応じた教師の在り方に
かかる論点）第２０回教育再生実行会議配布資料 平成26年4月21日



教員の長時間労働は悪化

36
https://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/

2019/06/19/1418199_2.pdf
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残業月90時間学校がもう回らない… 教員不足全国2800人の現実

「調査した自治体は、国に要望したい対策として次のような要望を挙げていました。
まず「給特法」という法律により月の給料の4％が上乗せされる代わりに、時間外手当てが出ない待遇
の改善をあげた自治体が多くありました。
また「年度途中で欠員が増えることなどを想定した定数の増加」や「教員の業務を支援するスタッフ
の増加」、それに「再任用の教員の給与改善など、人を増やして働き方改革につなげるための予算の
増加」が挙げられました。
このほか「教員免許が取れる大学の学部の定員を増やしてほしい」という意見もありました。」
（2022年8月2日付NHK記事

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220802/k10013747241000.html）

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220802/k10013747241000.html


教員の勤務実態 「持ち帰り業務」の日々 平均
値で過労死ライン超え
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「1か月の残業時間数の平均は、小学校教員が82時間16

分、中学校教員が100時間56分である。全体の平均値が
過労死ラインを超えており、とりわけ中学校は100時間
を超える危機的事態である。」
（2023年4月30日付yahoo個人記事（内田良氏）、
データは令和４年度教員勤務実態調査（速報値））



日本の教員の職務範囲の広さ

39https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/siryo/__icsFiles/

afieldfile/2017/08/22/1393809_1.pdf



担任学級の児童生徒数が勤務時間影響

40文部科学省「教員勤務実態調査（平成28年度）の分析結果につい
て」



学校の専門スタッフの少なさ

41
https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/giji/__ic

sFiles/afieldfile/2016/01/13/1365959_011.pdf



42
https://toyokeizai.net/articles/-

/596089?page=2



日本の指導実践の乏しさ

43

日本

データ出所：「OECD国際教員指導環境調査（TALIS）2018報告書ー
学び続ける教員と校長ーのポイント」



生徒への個別フィードバックの少なさ

44

出典：文部科学省・国立教育政策研究所、2019、「OECD 生徒の学習
到達度調査2018年調査（PISA2018）のポイント」
本田由紀『「日本」ってどんな国？』ちくまプリマ―新書、図３－４



教育におけるICT利用の遅れ

45

出典：豊福晋平「調査回を追うごとに取り残される日本」gakko.site､2020

年2月7日
本田由紀『「日本」ってどんな国？』ちくまプリマ―新書、図３－９



「GIGAスクール」過渡期の混乱

• 教員にとってはタブレット等の管理・活用が新たな負担に

• 大規模学級のままでは個々の子どもがオンライン上で何をしているのか把握が難し
い

• 児童生徒の中で「ネットいじめ」やゲーム時間増加など新たな問題も（参照：
2020年11月に町田市小６女児がいじめ自殺）

• 視力低下、運動不足、生活時間の乱れ、書く力の低下など付随する問題も

• 機器・接続・学習ソフトの料金など家庭にとって経済的負担の増大

• 児童生徒の個人情報や学習履歴などのセキュリティの懸念

→ICTを使いこなすのであればいっそうの少人数化・教員の増員が不可欠。将来的
には文房具の１つとしての活用とネットリテラシーの向上へ。学校図書館もデジタルコ
ンテンツの充実や指導体制の拡充が必要。
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学級規模という重要課題
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重要な要因としての学級規模

• 学級当たりの児童生徒数が多いことが、垂直的序列化・水平的画一化・
教員の過重労働すべての背景要因となっている。

• 学級当たりの児童生徒数が多いことにより一斉授業中心になり、理解が遅
れている児童生徒へのきめ細かい対応ができない＋履修主義により理解が
遅れていても義務教育を修了したことになる→垂直的序列化

• 児童生徒数の多い学級内の秩序を維持するために、個々の生徒の意見や
主張は尊重されず、特定のルールやふるまい方が要求される→水平的画一
化

• 教員が担当する児童生徒数が多いため、提出物等への対応、成績の記録
などの事務作業、保護者への対応などの量が多い→教員の過重労働

48



垂直的序列化・水平的画一化を生み出す
大人数の学級

49
OECD, Education at a Glance 2020, Table D2.3



アメリカにおける少人数学級の効果のメタ分析

50

出典：Glass, G., & Smith, M. (1979). Meta-Analysis of Research on 
Class Size and Achievement. Educational Evaluation and Policy 

Analysis, 1(1), 2-16



少人数学級は、特に社会経済的に不利な生徒に効果
がある
• 妹尾 渉、北條 雅一（2016）「学級規模の縮小は中学生の学力を向上させるのか−全国

学力・学習状況調査（きめ細かい調査）の結果を活用した実証分析−」『国立教育政

策研究所紀要』第145集

「本稿は、平成 25 年度「全国学力・学習状況調査」に追加された標本調査「きめ細かい

調査」のデータを使用して、中学 3 年生を対象に学級規模が学力（正答率）に与える影

響を検証した。従来の研究とは異なり、「きめ細かい調査」のデータから生徒の社会経済的背

景を計測し、これを説明変数として制御した推定を行っている。その結果、幾つかの例外は存

在するものの、学級規模の縮小が生徒の正答率を向上させる効果があることが明らかとなった。

また、少人数学級の学力（正答率）向上効果は、SES 尺度が相対的に低い生徒が通う

学校において大きいことも明らかとなった。社会経済的に相対的に恵まれない学校において少

人数学級の効果が大きいことは、少人数学級の導入という教育政策を進める上で公平性の

観点からも重要であると考えられる。」

（https://www.nier.go.jp/kankou_kiyou/145/c01.pdf） 51



学校単位で見ても、少人数学級は
学力を高める効果がある

• 中西啓喜・耳塚寛明、2019、「固定効果モデルによる学級規模が学力に与える効果推
定：全国学力・学習状況調査における学校パネルデータを利用した実証分析」『教育社
会学研究』第104集

・計量経済学における固定効果モデルによる分析の結果，小規模学級ほど学力スコアが
高くなるという知見が得られた。

・小規模学級の全体的な効果は，小学 6 年生と中学 3 年生の両方に対し，全ての
教科において統計的に有意な結果が得られた。

・不利な家庭背景にある児童生徒が多く通う小学校 6 年生に対し，小規模学級の効
果が有意であった。本稿では，「不利な家庭背景にある児童生徒が多く通う学校」を就学
援助者の在籍割合が 5 年連続で30% 以上と定義したが，こうした小学校で30人～41
人未満学級から20人未満学級に変化した際に，教科によっては学力スコアが約 2 ポイン
トから 3 ポイント上昇することが明らかになった。
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少人数学級は学力以外にも効果がある

• 伊藤 大幸, 浜田 恵, 村山 恭朗, 髙柳 伸哉, 野村 和代, 明翫 光宜, 辻井 正次、
2017、「クラスサイズと学業成績および情緒的・行動的問題の因果関係―自然実験
デザインとマルチレベルモデルによる検証―」『教育心理学研究』65(4)：451-465

• データ：中部地方の特定の都市の小学４年生～中学３年生の2007～2015年９
年間分の学力検査および質問紙調査、延べ45694人

• 従属変数：国語と算数の成績（学校内平均との差）、対人関係・向社会的行動・
ソーシャルサポート・メンタルヘルス（質問紙調査における自己評定）

• 手法：マルチレベルモデル

• 結果：クラスサイズの拡大は，(a）学業成績を低下させること，(b）教師からのサ
ポートを減少させること，(c）友人からのサポートや向社会的行動の減少をもたらすこと，
(d）抑うつを高めることが示された。
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少人数学級の様々な効果

54

国立教育政策研究所 平成25～26年度プロジェクト研究「少人数指導・少人
数学級の効果に関する調査研究」調査研究報告書『学級規模が児童生徒の学
力に与える影響とその過程』2015年



都道府県別の学級規模と「学力」・塾・自己効力感

30人以上学級比率－学校基本調査（2020）、通塾率－全国学力・学習状況調査（2018）、数
学正答率・自己効力感－全国学力・学習状況調査（2019）より本田作成 55



コロナ下で少人数学級の必要性はいっそう増大

56

第46回教育再生実行会議（2020年7月20日）倉田哲郎（箕面市長）提出
資料
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai46/yusikisha.pdf



休校による勉強時間変化の格差

57https://www.murc.jp/wp-

content/uploads/2020/08/seiken_200821.pdf
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署名キャンペーンの成果

• 2020年７月16日からChange.orgでインターネット署名開始、記者会見

• Change.org上では2020年10月８日時点で25,132筆の署名

• 紙での署名も開始。これまでに約160件の問い合わせ。八王子・和歌山・京都・福岡など、各地
で団体もしくは個人の方が多数の署名を集めてくださる

• ９月17日にその時点の署名150,424筆を内閣総理大臣、文部科学大臣に提出し、院内集
会（議員６名が出席）を開催

• 11月9日に「私たちが目指す少人数学級」に関するパンフレットを作成し記者会見を実施。その
時点で署名は約18万筆

• 12月18日に第二次集約220,981筆を文部科学大臣に提出し、記者会見（見解は後掲）

◇パンフレットのポイント：教員の質を落とさずに確保／非正規でなく正規で／教員の労働条件改
善／学校統廃合の見直し／高校についても少人数学級化を…など
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政府の方針決定（2020年12月17日）

• 「政府は17日、公立小学校の学級編成基準（上
限）を現在の40人（1年は35人）から35人に引き
下げることを決めた。来年度以降、2年から学年ごとに
移行し、5年間をかけて全学年で実現することになった。
文部科学省は中学校も含めて一律30人への引き下
げを求めたが、効果を疑問視する財務省は譲らず、
「痛み分け」の決着となった。」

（2020年12月18日付毎日新聞記事「中学は認めず、
財務省と痛み分け 公立小「35人学級」 駆け引きの
舞台裏」）
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義務教育標準法の改正

• 「小学校全学年で“35人学級化”実現へ 改正義務教育標準法成立」
（2021年3月31日NHKニュース）

「この改正法は、31日の参議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決・成立しました。

改正法は4月1日に施行され、新年度・令和3年度にまず2年生を35人以下として段階
的に6年生まで引き下げ、令和7年度には、すべての学年でいわゆる「35人学級化」を実
現する予定です。

公立小学校の1クラスの定員が一律に引き下げられるのは、昭和55年度以来となります。

また、先の衆参両院の委員会では、政府などに対し、中学校の35人学級の検討を含め、
学校の指導体制の構築に努めることなどを求める付帯決議が採択されました。」
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その後の動き
• 2023年5月16日 自民党「令和の教育人材確保実現プラン」：「中学校35人学級の実現」

• 2023年5月22日 中央教育審議会への文科相諮問「「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師
の確保のための環境整備に関する総合的な方策について」： 「35人学級等についての小学校における
多面的な効果検証等を踏まえた、中学校を含めた、学校の望ましい教育環境や指導体制の構築の在り
方」

• 2023年10月4日 教育新聞記事「盛山文科相が中学校の35人学級に意欲 報道各社共同インタ
ビュー」

• ポイント

・動きが遅すぎる

・35人では少人数学級とは言えない

・高校でも少人数化が必要
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学校統廃合という問題
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文部科学省「公立小学校・中学校の適正規模・適
正配置等に関する手引」（2015年1月27日）
• 「児童生徒が集団の中で、多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋
琢磨することを通じて一人一人の資質や能力を伸ばしていくという学校の特質
を踏まえ、小・中学校では一定の集団規模が確保されていることが望ましい」

※文部科学省は「切磋琢磨」論や「適正規模」基準を示し続けているが、いず
れも検証に基づく根拠は無い。

• 「交通機関を利用した場合の通学時間」：「地域の実情や児童生徒の実態
に応じて1時間以上や1 時間以内に設定することの適否も含めた判断を行う
ことが適当」「児童生徒の通学条件を、徒歩や自転車による通学を前提とした
通学距離だけで設定することは実態にそぐわないケースが増えている」

• （学校統廃合に関する）「各地域における主体的検討の重要性」

→各地で小中学校統廃合に関する自治体の動きが活発化
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学校統廃合の背景・議論・影響
• 背景：人口減少、財政削減、学校選択制導入に伴う一部学校の小規模化や「競争により成果の上がらない
学校はつぶす」自治体の方針、私立学校の入学者増、施設老朽化による建て替えや小中一貫化などとセットで
議論される場合も

• 反対する地域住民の声：「児童、ことに低学年児童の通学方法に関する問題」、「地域の唯一の中心としての
小学校が無くなることは、地域の住民と子どものつながりを希薄化してしまう」、「子どもたちの教育に関して、統合
によって成果が上がるという意見に対する、判」、「学校統合によって、周辺部分の過疎化は一層進行していく」、
「学校統合論があげているのは、学校運営上の合理化を述べているだけで、実際には統合によって教員配置数
が大きく減らされ、多忙に追われ、子どもたちとのつながりも薄くなる」（高口明久・山根俊喜・一盛 真・柿内真
紀、2004、「山陰の山村地域における教育の状況と学校統廃合問題（3）―鳥取県日南町における子ども、
教師、保護者、住民対象の意識調査結果から」『鳥取大学教育地域科学部紀要教育・人文科学』5(2)：
29-63．）…特に住民の意向を無視して学校統廃合が行われる場合に反対運動に発展

• 児童生徒の声：小学生の４分の１がより大規模な学校を希望し、２分の１は現状の規模を希望（前掲論
文）…もっとも影響を被る児童生徒自身の声が無視されがちな現状

• 影響：遠距離通学になった児童生徒の疲労（葉狩 学、2008、「平成の市町村合併期における小学校統廃
合の現状と課題――通学区域拡大による通学疲労を事例に」『鳥取大学生涯教育総合センター研究紀要』
5：45-58．）、地域学習の変質、大規模化による教師や生徒のコミュニケーションの希薄化など
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学校統廃合（学校規模）の意味

• 人口減少や財政的理由からの実施が主流、一部の都市部では首長
が公教育に新自由主義的考え方（競争と淘汰）を持ち込むことによ
り人口減少が顕著でなくても公立学校の統廃合と私立学校への誘導
を推進。

• 経緯や帰結は地域の状況、統廃合の形態や立地などによってきわめ
て多様。

• 統廃合や学校規模の影響に関する検証は多くはなく、結果もデータの
とり方（対象、項目）によっても異なる。

• 「学校統廃合問題の取り組みを通じて痛感したのは、行政や議会か
ら「地域社会の未来を担う子どもを無条件に大切にする」という気風が
失われているのではないかという感覚です。」（山本由美・平岡和久
編著、2022、『学校統廃合を超えて―持続可能な学校と地域づく
り』自治体研究社、163ページ）
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日本の教育が
目指すべき方向
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必要なこと：個々の児童生徒の尊重、学習の意
義の回復、格差是正、教員の働き方の改善

• 教員の増員と少人数学級によるきめ細かい指導（定額残業代を定めた「給特法」
は廃止）

• 個々の児童生徒が自分に合った方法やスピードで学習を進められるように（ICTも
活用）

• 序列化のための試験や評価でなく、習得の度合いを確認しつまづきを解決するため
のチェックを

• 高校の学科・コースの多様化、高校・大学の入試の改革（一発勝負・一点刻みの
入学試験の縮小）

• 校則やスタンダード、道徳は廃止もしくは児童生徒の意見・議論を踏まえて最小限に。
資質や態度を指定した新教育基本法も再改正を

70



• 鍵となるのは「水平的多様性」

• 学校では個々の児童生徒の個性や自由、教
職員の専門性を最大限に尊重するあり方が追
求されるべき

• そのために教育に対する公的資源の投入を増
加させるべき
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正社員

非正社員

自営等政府

教育

新規労働力

産業政策

戦後日本型循環モデル

母

家族

賃金

父

教育費・教育意欲子

・新規学卒一括採用
・高い若年労働力需要

・長期安定雇用
・年功賃金

・公的な教育支出の少なさ
・「教育ママ」
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自営等

非正社員

政府

教育

個人
産業政策

戦後日本型循環モデルの破綻

母

新規労働力

中核的
正社員

周辺的正社員

賃金

父

母

子教育費・教育意欲
家族
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離学後に低賃金で
不安定な仕事に就
かざるを得ない層の
拡大

賃金や労働時間など
の条件が劣悪化

教育費・教育意欲の家庭間
格差の拡大

何の支えもなく孤独
に貧困に耐える個
人の増加

セーフティネットの
切り下げ



ジョブ型正社員

NPO・社会的企業
政
府

教
育

新たな社会モデル

母

家
族

・教育の職業的意義
・リカレント教育

・ワークライフバランス
・男女共同参画

・学校や保育が家族の負荷を軽減
・家族間の格差の連鎖を教育で防ぐ
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セーフティネットアクティベーション


